
いじめに対する組織的対応の流れ                                （別紙②） 
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※いじめ事案の状況に応じて、柔軟かつ適切に対応する。 

※いじめ事案解消に取り組むにあたっては、迅速な対応が大切である。ただし、いじめが重篤な場合や双方の

意識や認識にズレが生じている場合は、慎重に事実確認及び検討協議し、対応する。 

※重大事案は発生した場合は、速やかに教育委員会へ報告し、関係機関と連携を取り、学校長を中心に、いじ

め解消や保護者、マスコミ等に対して、組織的に対応する。 

生徒観察・アンケート・教育相談・周りの生徒からの訴え

保護者からの訴え・発見した教職員・通報を受けた教職員 

生徒指導主事（生徒指導部） 

管理職 

 

 

 

 

 

 

 

〔構成員〕 

教頭 主幹教諭 教務主任 生徒指導主事 教育相談部長 保健主事 

養護教諭 特別支援コーディネーター 学校カウンセラー 当該学科

主任 当該学年主任 学級担任 部顧問   

〔事実確認班〕 

生徒指導部 担任 教育相談部 等 

※事案により柔軟に対応する。 

緊急いじめ・不登校生徒等対策委員会 

 

〔対応班〕 

生徒指導部 担任 学科 学年 等 

いじめ・不登校生徒等対策委員会 
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共通理解 

方針決定 

職員会議 
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教育委員会 

重大事案 
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いじめ解決に向けた指導 

 

 

再発防止・未然防止活動 
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福祉関係 

医療機関 


